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(57)【要約】
【課題】油溝内の異物が外部へと排出されるように促す
ことが可能なすべり軸受を提供する。
【解決手段】上側に配置されるアッパー側軸受１０及び
下側に配置されるロア側軸受２０を組み合わせて形成さ
れ、クランクジャーナル１ａを回転可能に支持する円筒
状の主軸受２であって、ロア側軸受２０は、当該ロア側
軸受２０の内周面のうち、クランクジャーナル１ａの回
転方向下流側の端部に形成される下流側クラッシュリリ
ーフ２２と、下流側クラッシュリリーフ２２と連通する
ように、ロア側軸受２０の内周面に形成される油溝２３
と、を具備した。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上側に配置される上側半円筒状軸受及び下側に配置される下側半円筒状軸受を組み合わ
せて形成され、軸部材を回転可能に支持する円筒状のすべり軸受であって、
　前記下側半円筒状軸受は、
　当該下側半円筒状軸受の内周面のうち、前記軸部材の回転方向下流側の端部に形成され
る下側クラッシュリリーフと、
　前記下側クラッシュリリーフと連通するように、前記下側半円筒状軸受の内周面に形成
される下側油溝と、
　を具備することを特徴とするすべり軸受。
【請求項２】
　前記下側油溝は、
　前記下側半円筒状軸受の内周面のうち前記軸部材の回転方向下流側にのみ形成されるこ
とを特徴とする、
　請求項１に記載のすべり軸受。
【請求項３】
　前記上側半円筒状軸受は、
　当該上側半円筒状軸受の内周面のうち、前記軸部材の回転方向上流側及び下流側の端部
にそれぞれ形成される上側クラッシュリリーフと、
　前記上側クラッシュリリーフのうち一方から他方までを連通するように、前記上側半円
筒状軸受の内周面に形成される上側油溝と、
　を具備することを特徴とする、
　請求項１又は請求項２に記載のすべり軸受。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一対の半円筒状軸受を組み合わせて形成され、軸部材を回転可能に支持する
円筒状のすべり軸受の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一対の半円筒状軸受を組み合わせて形成され、軸部材を回転可能に支持する円筒
状のすべり軸受の技術は公知となっている。例えば、特許文献１に記載の如くである。
【０００３】
　特許文献１に記載の半割形状のすべり軸受（半円筒状軸受）は、内周面の両端部に形成
されるクラッシュリリーフと、一方のクラッシュリリーフの近傍から他方のクラッシュリ
リーフの近傍に亘って形成される油溝と、当該油溝とクラッシュリリーフとの間に形成さ
れ、油溝内の潤滑油がクラッシュリリーフ内に流入することを阻止する流入阻止部と、を
具備している。
【０００４】
　このように構成されたすべり軸受においては、油溝とクラッシュリリーフとが連通しな
いように流入阻止部によって遮られている。したがって、油溝からクラッシュリリーフを
介してすべり軸受の外部へと漏れる潤滑油の量を低減することができる。これによって、
油溝内の潤滑油をすべり軸受の内周面に十分に供給することができ、潤滑油量の不足によ
る不具合（焼き付きや摩耗等）の発生を抑制することができる。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、油溝内に異物が混入した場合、当該油溝
とクラッシュリリーフとが連通されていないため、異物がすべり軸受の外部へと排出され
難い。このため、すべり軸受の内周面（軸部材を受ける面）において、異物の混入を起因
とする焼き付きが発生するおそれがある点で不利であった。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２４９０２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は以上の如き状況に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、
油溝内の異物が外部へと排出されるように促すことが可能なすべり軸受を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段を説明する。
【０００９】
　即ち、請求項１においては、上側に配置される上側半円筒状軸受及び下側に配置される
下側半円筒状軸受を組み合わせて形成され、軸部材を回転可能に支持する円筒状のすべり
軸受であって、前記下側半円筒状軸受は、当該下側半円筒状軸受の内周面のうち、前記軸
部材の回転方向下流側の端部に形成される下側クラッシュリリーフと、前記下側クラッシ
ュリリーフと連通するように、前記下側半円筒状軸受の内周面に形成される下側油溝と、
を具備したものである。
【００１０】
　請求項２においては、前記下側油溝は、前記下側半円筒状軸受の内周面のうち前記軸部
材の回転方向下流側にのみ形成されるものである。
【００１１】
　請求項３においては、前記上側半円筒状軸受は、当該上側半円筒状軸受の内周面のうち
、前記軸部材の回転方向上流側及び下流側の端部にそれぞれ形成される上側クラッシュリ
リーフと、前記上側クラッシュリリーフのうち一方から他方までを連通するように、前記
上側半円筒状軸受の内周面に形成される上側油溝と、を具備したものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の効果として、以下に示すような効果を奏する。
【００１３】
　請求項１においては、下側油溝内に混入した異物が、軸部材の回転に伴って下側クラッ
シュリリーフから外部へと排出されるのを促すことができる。これによって、すべり軸受
の焼き付きの発生を抑制することができる。
【００１４】
　請求項２においては、軸部材を受ける面を広く確保することができる。
【００１５】
　請求項３においては、下側クラッシュリリーフで排出しきれなかった異物がある場合で
も、当該異物を上側油溝を介して上側クラッシュリリーフから排出させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】クランクシャフトの概略構成を示した側面模式図。
【図２】クランクジャーナルの支持部の構成を示した正面断面図。
【図３】主軸受及びクランクジャーナルを示した正面断面図。
【図４】アッパー側軸受を示した正面断面図。
【図５】ロア側軸受を示した正面断面図。
【図６】（ａ）図４におけるＡ－Ａ断面図。（ｂ）図５におけるＢ－Ｂ断面図。
【図７】ロア側軸受の下流側端部を示した正面断面拡大図。



(4) JP 2015-152104 A 2015.8.24

10

20

30

40

50

【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下の説明では、図中に示した矢印に従って、上下方向、前後方向及び左右方向を定義
する。
【００１８】
　まず、図１を用いて、本発明に係るすべり軸受の一実施形態に係る主軸受２が設けられ
るクランクシャフト１に関する構成、及び当該クランクシャフト１に関する潤滑油供給機
構の概略について説明する。
【００１９】
　クランクシャフト１は内燃機関（エンジン）を構成する部材であり、ピストンの往復運
動を回転運動に変換するためのものである。クランクシャフト１は、主としてクランクジ
ャーナル１ａ、クランクアーム１ｂ、クランクピン１ｃ及び連通油路１ｄを具備する。
【００２０】
　クランクジャーナル１ａは本発明に係る軸部材の実施の一形態であり、主軸受２を介し
てシリンダブロック３に回転可能に支持される。主軸受２には、その外周面と内周面とを
連通する貫通孔１４が形成される。クランクピン１ｃはクランクアーム１ｂを介してクラ
ンクジャーナル１ａと連結される。クランクピン１ｃは、コンロッド軸受４を介してコン
ロッド５に回転可能に連結される。連通油路１ｄは、クランクジャーナル１ａの外周面と
クランクピン１ｃの外周面とを連通するように、クランクシャフト１内に形成される。
【００２１】
　このような構成において、シリンダブロック３に形成された潤滑油路３ｃを介して、図
示せぬメインオイルホールからの潤滑油が主軸受２へと供給される。さらに当該潤滑油は
、主軸受２の貫通孔１４を介して、当該主軸受２の内周面側へと供給される。当該潤滑油
によって主軸受２とクランクジャーナル１ａとの摺動面が潤滑される。
【００２２】
　主軸受２の内周面側へと供給された潤滑油は、さらに連通油路１ｄを介してクランクピ
ン１ｃの外周面へと供給される。当該潤滑油によってクランクピン１ｃとコンロッド軸受
４との摺動面が潤滑される。
【００２３】
　以下では、図２を用いて、クランクジャーナル１ａとシリンダブロック３との連結部（
クランクジャーナル１ａの支持部）の構成について説明する。
【００２４】
　シリンダブロック３は、本体側ハウジング３ａと、当該本体側ハウジング３ａの下部に
固定されるキャップ３ｂとを具備する。本体側ハウジング３ａの下端面には、正面視半円
弧状に凹むように軸受部３ｄが形成されている。キャップ３ｂの上端面には、正面視半円
弧状に凹むように軸受部３ｅが形成されている。当該軸受部３ｄと軸受部３ｅとの間にク
ランクジャーナル１ａが挟み込まれるようにして支持される。この際、シリンダブロック
３とクランクジャーナル１ａとの間には主軸受２が介装される。
【００２５】
　このような構成において、クランクジャーナル１ａが回転（本実施形態においては、正
面視時計回りに回転するものとする）すると、当該クランクジャーナル１ａの外周面と主
軸受２の内周面との間に、潤滑油路３ｃを介して供給される潤滑油の油膜が形成される。
クランクジャーナル１ａは、当該油膜を介して主軸受２に回転可能に支持される。
【００２６】
　以下では、図２から図６までを用いて、主軸受２の構成について詳細に説明する。
【００２７】
　図２及び図３に示す主軸受２は、クランクジャーナル１ａを回転可能に支持する円筒状
のすべり軸受である。主軸受２は、一対の半円筒状軸受（アッパー側軸受１０及びロア側
軸受２０）を具備する。アッパー側軸受１０とロア側軸受２０とを向かい合わせに上下に
組み合わせることで、円筒状の主軸受２が形成される。
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　なお、以下の説明においては、アッパー側軸受１０とロア側軸受２０によって形成され
る円筒状の主軸受２の軸線（中心線）を軸線Ｃとする。
【００２８】
　図３、図４及び図６（ａ）に示すアッパー側軸受１０は、本発明に係る上側半円筒状軸
受の実施の一形態であり、主軸受２のうち上半部を形成する部材である。アッパー側軸受
１０は半円筒状（円筒を、軸線を通る直径で切断した形状）に形成される。アッパー側軸
受１０は、その内周面を下方に向けた状態でシリンダブロック３の本体側ハウジング３ａ
の軸受部３ｄに配置される（図２参照）。アッパー側軸受１０は、主として上流側クラッ
シュリリーフ１１、下流側クラッシュリリーフ１２、油溝１３及び貫通孔１４を具備する
。
【００２９】
　図３及び図４に示す上流側クラッシュリリーフ１１及び下流側クラッシュリリーフ１２
は、本発明に係る上側クラッシュリリーフの実施の一形態であり、アッパー側軸受１０の
内周面を凹状に切り欠いて形成される部分である。上流側クラッシュリリーフ１１は、ア
ッパー側軸受１０の左下端部（クランクジャーナル１ａの回転方向上流側（以下、単に「
上流側」と記す）の端部）に形成される。下流側クラッシュリリーフ１２は、アッパー側
軸受１０の右下端部（クランクジャーナル１ａの回転方向下流側（以下、単に「下流側」
と記す）の端部）に形成される。アッパー側軸受１０に上流側クラッシュリリーフ１１及
び下流側クラッシュリリーフ１２を設けることで、当該アッパー側軸受１０の両端部近傍
において変形が生じた場合であっても、不具合（具体的には、変形した部分がクランクジ
ャーナル１ａに局部当たりすること）の発生を防止することができる。
【００３０】
　図３、図４及び図６（ａ）に示す油溝１３は、本発明に係る上側油溝の実施の一形態で
あり、アッパー側軸受１０の内周面において潤滑油を案内すると共に、当該内周面におい
て潤滑油を適宜貯溜するためのものである。油溝１３は、アッパー側軸受１０の内周面に
形成される。油溝１３は、アッパー側軸受１０の円周方向に沿って延びるように形成され
る。油溝１３の一端部（上流側の端部）は上流側クラッシュリリーフ１１と連通される。
油溝１３の他端部（下流側の端部）は下流側クラッシュリリーフ１２と連通される。すな
わち、油溝１３は上流側クラッシュリリーフ１１と下流側クラッシュリリーフ１２とを連
通するように形成される。
【００３１】
　油溝１３は、アッパー側軸受１０の前後中央部に形成される（図６（ａ）参照）。油溝
１３は、その全域に亘って前後方向に一定の幅となるように形成される。また、油溝１３
は、その全域に亘って一定の深さとなるように形成される。ここで、クランクジャーナル
１ａに形成された連通油路１ｄの開口部は、前後方向において油溝１３と同一の位置に形
成される。これによって、クランクジャーナル１ａが回転して連通油路１ｄの開口部と油
溝１３とが対向した場合、当該油溝１３内の潤滑油が連通油路１ｄを介してクランクピン
１ｃ（図１参照）へと供給される。
【００３２】
　貫通孔１４は、アッパー側軸受１０の内周面（より詳細には、油溝１３）と外周面とを
連通するものである。貫通孔１４は、アッパー側軸受１０の左右中央部（上端部）に形成
される。
【００３３】
　図３、図５及び図６（ｂ）に示すロア側軸受２０は、本発明に係る下側半円筒状軸受の
実施の一形態であり、主軸受２のうち下半部を形成する部材である。ロア側軸受２０は半
円筒状に形成される。ロア側軸受２０は、その内周面を上方に向けた状態でシリンダブロ
ック３のキャップ３ｂの軸受部３ｅに配置される（図２参照）。ロア側軸受２０は、主と
して上流側クラッシュリリーフ２１、下流側クラッシュリリーフ２２及び油溝２３を具備
する。
【００３４】
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　図３及び図５に示す上流側クラッシュリリーフ２１及び下流側クラッシュリリーフ２２
は、ロア側軸受２０の内周面を凹状に切り欠いて形成される部分である。上流側クラッシ
ュリリーフ２１は、ロア側軸受２０の右上端部（上流側の端部）に形成される。下流側ク
ラッシュリリーフ２２は、本発明に係る下側クラッシュリリーフの実施の一形態であり、
ロア側軸受２０の左上端部（下流側の端部）に形成される。ロア側軸受２０に上流側クラ
ッシュリリーフ２１及び下流側クラッシュリリーフ２２を設けることで、当該ロア側軸受
２０の両端部近傍において変形が生じた場合であっても、不具合（具体的には、変形した
部分がクランクジャーナル１ａに局部当たりすること）の発生を防止することができる。
【００３５】
　図３、図５及び図６（ｂ）に示す油溝２３は、本発明に係る下側油溝の実施の一形態で
あり、ロア側軸受２０の内周面において潤滑油を案内すると共に、当該内周面において潤
滑油を適宜貯溜するためのものである。油溝２３は、ロア側軸受２０の内周面に形成され
る。油溝２３は、ロア側軸受２０の円周方向に沿って延びるように形成される。油溝２３
は、ロア側軸受２０の内周面の左右中央よりも下流側（図５において、軸線Ｃから鉛直下
方に引いた直線Ｖよりも左側）に形成される。具体的には、油溝２３の一端部（上流側の
端部）はロア側軸受２０の内周面の左右中央部（下端部）に位置するように形成される。
油溝２３の他端部（下流側の端部）は下流側クラッシュリリーフ２２と連通される。
【００３６】
　油溝２３は、ロア側軸受２０の前後中央部に形成される（図６（ｂ）参照）。この際、
クランクジャーナル油溝２３は、その全域に亘って前後方向に一定の幅となるように形成
される。また、油溝２３は、その全域に亘って一定の深さとなるように形成される。ここ
で、クランクジャーナル１ａに形成された連通油路１ｄの開口部は、前後方向において油
溝２３と同一の位置に形成される。これによって、クランクジャーナル１ａが回転して連
通油路１ｄの開口部と油溝２３とが対向した場合、当該油溝２３内の潤滑油が連通油路１
ｄを介してクランクピン１ｃ（図１参照）へと供給される。
【００３７】
　以下では、図３を用いて、アッパー側軸受１０及びロア側軸受２０における潤滑油の流
れについて説明する。
【００３８】
　貫通孔１４を介して外部からアッパー側軸受１０の内周面（油溝１３）へと供給された
潤滑油は、重力やクランクジャーナル１ａの回転に伴って当該油溝１３内を下方へと流通
する。特に、正面視時計回りに回転するクランクジャーナル１ａによって、当該潤滑油は
油溝１３内を正面視時計回りに流通する。油溝１３内を流通する潤滑油の一部がアッパー
側軸受１０とクランクジャーナル１ａとの摺動面に供給され、当該摺動面に油膜を形成す
る。
【００３９】
　油溝１３の端部（特に、下流側の端部）まで流通した潤滑油の一部は、下流側クラッシ
ュリリーフ１２を介してアッパー側軸受１０（主軸受２）の外部へと排出される。また、
その他の潤滑油は、下流側クラッシュリリーフ１２及び上流側クラッシュリリーフ２１を
介してロア側軸受２０の内周面へと供給される。当該潤滑油によって、ロア側軸受２０と
クランクジャーナル１ａとの摺動面に油膜が形成される。当該潤滑油は、クランクジャー
ナル１ａの回転に伴ってロア側軸受２０と当該クランクジャーナル１ａとの摺動面を正面
視時計回りに流通する。当該潤滑油の一部は、ロア側軸受２０の油溝２３へと供給される
。油溝２３内の潤滑油は、クランクジャーナル１ａの回転によって、当該油溝２３内を正
面視時計回りに流通する。
【００４０】
　油溝２３の端部（下流側の端部）まで流通した潤滑油の一部は、下流側クラッシュリリ
ーフ２２を介してロア側軸受２０（主軸受２）の外部へと排出される。また、その他の潤
滑油は、下流側クラッシュリリーフ２２及び上流側クラッシュリリーフ１１を介してアッ
パー側軸受１０の内周面（油溝１３）へと供給される。
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【００４１】
　ここで、潤滑油の中には、塵挨や金属摩耗によって発生した粉等の異物が混入する場合
がある。異物がクランクジャーナル１ａと主軸受２との摺動面に入り込むと、当該異物を
起因とする焼き付きが発生するおそれがある。
【００４２】
　本実施形態においては、図７に示すように、油溝２３内の潤滑油に混入した異物Ｓは、
潤滑油と共に油溝２３内を正面視時計回りに流通する。当該異物Ｓは、潤滑油と共に下流
側クラッシュリリーフ２２を介してロア側軸受２０の外部へと排出される。このように、
ロア側軸受２０の油溝２３の下流側の端部を下流側クラッシュリリーフ２２と連通するこ
とによって、異物Ｓの外部への排出を促すことができ、ひいては主軸受２の焼き付きの発
生を抑制することができる。
【００４３】
　また、異物Ｓが下流側クラッシュリリーフ２２から外部へと排出されることなく、上流
側クラッシュリリーフ１１を介してアッパー側軸受１０の油溝１３へと供給された場合で
あっても、当該異物Ｓは潤滑油と共に油溝１３を下流側へと流通する。そして、当該異物
Ｓは、潤滑油と共に油溝１３の下流側の端部から下流側クラッシュリリーフ１２を介して
外部へと排出される（図３等参照）。このように、ロア側軸受２０の下流側クラッシュリ
リーフ２２から排出することができなかった異物Ｓも、アッパー側軸受１０の下流側クラ
ッシュリリーフ１２から排出することができる。
【００４４】
　以上の如く、本実施形態に係る主軸受２（すべり軸受）は、上側に配置されるアッパー
側軸受１０（上側半円筒状軸受）及び下側に配置されるロア側軸受２０（下側半円筒状軸
受）を組み合わせて形成され、クランクジャーナル１ａ（軸部材）を回転可能に支持する
円筒状の主軸受２であって、ロア側軸受２０は、当該ロア側軸受２０の内周面のうち、ク
ランクジャーナル１ａの回転方向下流側の端部に形成される下流側クラッシュリリーフ２
２（下側クラッシュリリーフ）と、下流側クラッシュリリーフ２２と連通するように、ロ
ア側軸受２０の内周面に形成される油溝２３（下側油溝）と、を具備するものである。
【００４５】
　このように構成することにより、油溝２３内に混入した異物が、クランクジャーナル１
ａの回転に伴って下流側クラッシュリリーフ２２から外部へと排出されるのを促すことが
できる。これによって、主軸受２の焼き付きの発生を抑制することができる。
　また、本実施形態の如くクランクジャーナル１ａからクランクピン１ｃへと潤滑油を供
給する場合、クランクジャーナル１ａを支持する主軸受２において異物の排出を促すこと
で、クランクピン１ｃへと供給される異物の量を低減することができる。これによって、
クランクピン１ｃ（コンロッド軸受４）における焼き付きの発生を抑制することができる
。
　また、下流側クラッシュリリーフ２２から潤滑油が外部へと排出されるのを促すことが
でき、油溝２３内の潤滑油の温度の上昇を抑制することができる。これによって、潤滑油
の温度上昇による焼き付きの発生を抑制することができる。
【００４６】
　また、油溝２３は、ロア側軸受２０の内周面のうちクランクジャーナル１ａの回転方向
下流側（図５における直線Ｖよりも左側）にのみ形成されるものである。
【００４７】
　このように構成することにより、クランクジャーナル１ａを受ける面を広く確保するこ
とができる。すなわち、クランクジャーナル１ａと摺接するロア側軸受２０の内周面の面
積を極力広くなるように確保することで、十分な荷重を支持することができる。
【００４８】
　また、アッパー側軸受１０は、当該アッパー側軸受の内周面のうち、クランクジャーナ
ル１ａの回転方向上流側及び下流側の端部にそれぞれ形成される上流側クラッシュリリー
フ１１及び下流側クラッシュリリーフ１２（上側クラッシュリリーフ）と、前記上側クラ
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ュリリーフ１２）までを連通するように、アッパー側軸受１０の内周面に形成される油溝
１３（上側油溝）と、を具備するものである。
【００４９】
　このように構成することにより、下流側クラッシュリリーフ２２で排出しきれなかった
異物Ｓがある場合でも、当該異物Ｓを油溝１３を介して下流側クラッシュリリーフ１２か
ら排出させることができる。これによって、主軸受２の焼き付きの発生をより効果的に抑
制することができる。
【００５０】
　また、本実施形態は、クランクジャーナル１ａの外周面とクランクピン１ｃの外周面と
を連通し、クランクジャーナル１ａの外周面からクランクピン１ｃの外周面へと潤滑油を
案内する連通油路１ｄを有するクランクシャフト１を具備し、主軸受２によってクランク
ジャーナル１ａが回転可能に支持されることを特徴とする潤滑油供給機構を含んでいる。
【００５１】
　このように構成することにより、クランクピン１ｃへと供給される潤滑油に含まれる異
物Ｓの量を減少させることができる。これによって、クランクピン１ｃの焼き付きの発生
を抑制することができる。
【００５２】
　なお、本実施形態においては、本発明に係るすべり軸受をクランクジャーナル１ａを回
転可能に支持する主軸受２に適用した例を示したが、本発明はこれに限るものではない。
すなわち、本発明は、その他のすべり軸受（例えば、クランクピン１ｃとコンロッド５と
の間に介装されるコンロッド軸受４）に適用することも可能である。
【００５３】
　また、本実施形態においては、ロア側軸受２０の油溝２３は、当該ロア側軸受２０の内
周面の左右中央部から下流側クラッシュリリーフ２２に亘って形成されるものとしたが、
本発明はこれに限るものではない。すなわち、油溝２３は、下流側クラッシュリリーフ２
２に連通されていれば、その長さを限定するものではない。例えば、油溝２３を本実施形
態よりも短く形成することで、クランクジャーナル１ａを受ける面をより広く確保するこ
とができる。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　クランクシャフト
　１ａ　クランクジャーナル（軸部材）
　２　　主軸受（すべり軸受）
　１０　アッパー側軸受（上側半円筒状軸受）
　１１　上流側クラッシュリリーフ（上側クラッシュリリーフ）
　１２　下流側クラッシュリリーフ（上側クラッシュリリーフ）
　１３　油溝（上側油溝）
　２０　ロア側軸受（下側半円筒状軸受）
　２２　下流側クラッシュリリーフ（下側クラッシュリリーフ）
　２３　油溝（下側油溝）
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